
（歳入）　地方消費税交付金（社会保障財源化分）　 １，５７１，１４０千円

（歳出）　社会保障施策に要する経費 ２２，７７５，５５１千円

（単位：千円）

国県支出金 地方債 その他

社会福祉事業 1,622,620 9,951 3,600 39,718 1,569,351

高齢者福祉事業 432,028 12,522 45,400 32,701 341,405

障害者福祉事業 3,289,173 2,078,278 0 20,972 1,189,923

児童福祉事業 1,591,900 590,895 0 302,335 698,670

保育所事業 344,160 7,478 0 12,720 323,962

認定こども園事業 697,096 211,889 270,600 7,880 206,727

児童措置費 5,639,923 4,182,917 0 70,105 1,386,901

生活保護扶助事業 1,600,163 1,128,651 0 8,596 462,916

災害復興支援事業 263 50 0 0 213

小     計 15,217,326 8,222,631 319,600 495,027 6,180,068

国民健康保険事業 753,731 410,397 0 0 343,334

介護保険事業 1,884,635 105,816 0 3,617 1,775,202

後期高齢者医療事業 1,841,155 272,401 0 90,652 1,478,102

小     計 4,479,521 788,614 0 94,269 3,596,638

保健衛生事業 43,302 5 0 6,454 36,843

母子保健給付事業 176,293 60,897 0 28,823 86,573

救急医療対策事業 31,141 0 0 457 30,684

保健センター事業 152,391 0 61,800 112 90,479

病院事業 1,439,572 0 0 745 1,438,827

地域医療・医師確保対策事業 74,234 21,863 5,400 20,000 26,971

疾病予防対策事業 1,007,811 462,813 0 3,150 541,848

保健活動事業 153,960 7,623 0 17,670 128,667

小     計 3,078,704 553,201 67,200 77,411 2,380,892

22,775,551 9,564,446 386,800 666,707 12,157,598

一般財源のうち社会保障財源化分 1,571,140

※２　上記経費は、事務費や事務職員の人件費（サービス提供に直接従事しない職員分）を除いたもの。

       引き上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる
       社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費

一般財源

財源内訳

※１　社会保障４経費とは、消費税法第１条第２項に規定する経費で、制度として確立された年金、
     医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費のこと。
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